
 

 

 

令和７年第２回２月定例会会議抄録 

                                

 

 

会津美里町教育委員会 



 

 

 １ 開催日時 

 

 ２ 開催場所 

 

 ３ 出席者 

 

  

４ 議事内容及び経過 

(１)開会 

 

 

 

(２)議事録の承認 

  

 

(３)教育長報告 

 

(４)審議事項 

報告第２号 

 

 

 

 令和７年２月 21日(金) 午前９時 00分から 

     

 会津美里町役場 本庁舎 ２階 206 会議室 

 

 歌川哲由教育長、１番 小関れい子委員、２番 山内一枝委員、３番 鈴木貴博委員、４

番 武藤文男委員 

 

 

 午前８時 58分、教育長から開会が告げられた。 

 教育長から、会期は１日、出席者、議事録署名は出席委員全員とすることが告げられ、委員

全員に異議なく決定された。 

 

教育長から、「令和７年第１回会津美里町教育委員会１月定例会議事録（案）」について、そ

の承認の可否を諮ったところ、全員に異議なくこれを承認することに決定された。 

 

 教育長から、教育長報告があり、質疑なく終了した。 

 

 

報告第２号「専決処分の報告について（会津美里町向羽黒山城跡保存活用計画策定委員の委

嘱について）」生涯学習課長から説明があり、委員より人選について質疑があった。生涯学習

課長から説明の後、全員に異議なく原案のとおり承認された。 



 

議案第２号 

 

 

 

議案第３号 

 

 

議案第４号 

 

 

 

 

 

議案第５号 

 

 

議案第６号 

 

 

 

 

 

 

議案第２号「会津美里町スポーツ大会出場選手激励金交付要綱の一部を改正する要綱」につ

いて、生涯学習課長から説明があり、委員より別表（第４条関係）団体競技の団体の定義につ

いて質疑があった。生涯学習課長から説明の後、全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

議案第３号「会津美里町スポーツ振興事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱」につい

て、生涯学習課長から説明があり、全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

議案第４号「会津美里町スポーツ団体事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱」につい

て、生涯学習課長から説明があり、委員より新たに追加した第３条第１項第７号団体が実施す

るスポーツ活動に関する事業について、第１号に追加してはと提案があった。生涯学習課長か

ら委員提案のとおり修正し、併せて別表（第４条関係）も修正を加えることで、全員に異議な

く原案のとおり可決された。 

 

議案第５号「会津美里町中学校等部活動地域移行検討委員会設置要綱の一部を改正する要

綱」について、生涯学習課長から説明があり、全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

議案第６号「会津美里町議会提出議案に同意することについて」こども教育課長及び生涯学

習課長から説明があり、委員より第３次総合計画の遂行状況について質疑があった。こども教

育課長から第３次総合計画について、目的に沿った形で実施でき、継続部分については次期計

画に引き継いで実施したい旨の説明があった。次に生涯学習課長から第３次総合計画では、社

会体育施設等の廃止があり、予定どおり進んでいる旨の説明があった。その次に委員より教育

現場のソフト面の充実について、ご意見をいただいた後、全員に異議なく原案のとおり可決さ



 

 

議案第７号 

 

 

 

 

議案第８号 

 

 

 

 

議案第９号 

 

 

議案第10号 

 

 

 

 

 

議案第11号 

 

れた。 

 

議案第７号「就学援助費交付対象児童生徒の認定について」教育長より会津美里町教育委員

会会議規則第16条第１項の規定に基づき非公開としたい旨の発言があり、これについて諮っ

たところ、全員に異議なく決定された。その後、こども教育課長から説明があり、全員に異議

なく原案のとおり可決された。 

 

議案第８号「就学援助費交付対象児童生徒の認定について」教育長より会津美里町教育委員

会会議規則第16条第１項の規定に基づき非公開としたい旨の発言があり、これについて諮っ

たところ、全員に異議なく決定された。その後、こども教育課長から説明があり、全員に異議

なく原案のとおり可決された。 

 

議案第９号「令和７年度会津美里町学校給食費の決定について」こども教育課長から説明が

あり、全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

議案第10号「会津美里町学校体育施設利用団体の認定について」生涯学習課長から説明があ

り、委員より認定についての町民と町民外の人数割合について質疑があった。生涯学習課長か

ら人数について過半数が町民であることの説明があった後、令和７年度学校体育施設利用団

体登録申請一覧の23団体について、10番の団体は今回登録要件を満たさなかったため不認定

とし、10番の団体を除く22団体について、全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

議案第11号「令和７年度会津美里町こども園・学校重点事項について」こども教育課主幹兼

指導主事から説明があり、全員に異議なく原案のとおり可決された。 



 

議案第12号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第13号 

 

 

(５)協議事項 

 

(６)報告事項 

 

 

 

 

 

 

議案第12号「令和７年度会津美里町生涯学習重点事項について」生涯学習課主幹兼課長補佐

兼公民館長兼図書館長から説明の後、３ 歴史文化・芸術活動の推進の（２）郷土資料館の機

能充実と活用の具体的な取組み②郷土資料館の収蔵物を活用した体験型事業の充実につい

て、「郷土資料館の収蔵物」を「収蔵物」に訂正があった。委員より会津美里町体育施設条例

の改正について質疑があり、生涯学習課長から体育協会がスポーツ協会に変わることから今

回補助金に限った要綱の改正を行い、今後条例を含めた全体的な改正に取り組む旨の説明が

あった。次に、委員から１ 主体的学習活動の充実の（３）図書館事業の推進の具体的な取組

み②各種団体と連携した事業展開及び指導者の育成について「指導者」より「後継者」のほう

がよいのではと意見があり「指導者」を「後継者」に改めることで、全員に異議なく原案のと

おり可決された。 

 

議案第13号「会津美里町教育委員会顕表彰被表彰者の選考について」こども教育課長から説

明があり、全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

（１）「その他」について、特になし。 

 

（１）「共催・後援承認依頼について」こども教育課長から説明があり、全員に異議なく終

了した。 

 

（２）「児童生徒に関すること」及び（３）「教職員に関すること」について、教育長より会

津美里町教育委員会会議規則第 16条第１項の規定に基づき非公開としたい旨の発言があり、

これについて諮ったところ、全員に異議なく決定された。その後、こども教育課主幹兼指導主



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７)その他 

 

 

 

 

 

(８)閉会 

事から説明があり、全員に異議なく終了した。 

 

 （４）「生涯学習に関すること」について、生涯学習課長から説明があり、全員に異議なく

終了した。 

 

 （５）「施設に関すること」について、こども教育課長から説明があり、全員に異議なく終

了した。 

 

（６）「事務局報告事項」について、こども教育課長から説明があり、委員より本郷こども

園の２月７日、新鶴こども園とのそりすべり交流について、大雪だったが開催出来たのか質疑

があった。こども教育課長から大雪のため中止の説明があり、併せて、本郷こども園、新鶴こ

ども園の２月７日交流事業について削除することで、全員に異議なく終了した。 

 

（７）「その他」について、特になし。 

 

（１）「今後の行事予定について」こども教育課長補佐から説明があり、町立中学校卒業式

及び町立こども園卒園式の出席者を一部変更し、全員に異議なく終了した。 

 

（２）「次回委員会の開催予定日について」こども教育課長補佐から令和７年３月 28日、金

曜日午前９時から開催することが提案され、全員に異議なく決定された。 

 

午前 11 時 22 分、教育長から閉会が告げられた。 

 
 


